
人と企業を呼び込む東村山の営業部長
ウィルコム(Y!モバイル)を再生させた男が行政経営に挑む!!
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東村山市議会議員

すずたつプロフィール

※政務活動費とは、地方自治法で定められた、「議会の議員の調査研究その他の活動に
　資するために必要な経費」

☞ 令和6年6月定例議会報告
　みなさま、こんにちは。令和6年6月
定例議会の報告をさせて頂きます。
今回の本会議（一般質問）では、
「契約の条例化により透明性と品質を
担保せよ！」
を質問させて頂きました。

■マイクロソフト株式会社IT市場開発部長
■株式会社ウィルコム(現ソフトバンク)法人事業本部執行役員事業本部長
■法政大学イノベーション・マネジメント研究センター客員研究員
■産業能率大学大学院経営情報修士課程修了
■法政大学大学院経営博士前期課程修了
■東村山市本町在住
■昭和44年5月14日東京生まれ

鈴木たつおは政務活動費を受け取っていません。
議員報酬のみで議員活動をしています。

7月12日(金)すずたつ議会報告会開催
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https://tatsuo.tokyo/blog/1853.html
　2024年7月12日(金)に議会報告会を開催致します。
ピタットハウス久米川店2Fをお借りしてサロン風で開催いたします。
わたくしからの報告だけでなく、皆様のご意見を忌憚なくお聞きできるような双方向の
議会報告会にしたいと思います。
是非、ご出席頂ければ幸いです。

FAX送信先 042-315-7399

ピタットハウス久米川店 2F
久米川駅

北口

日時：7/12(金) 18:45開場 19:00スタート
場所：〒189-0013 東村山市栄町1丁目9-5

が行政経営にに挑む!!
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新久米川駅構想実現に向けて

ご署名 ご住所
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　新久米川駅構想は、単なる交通の利便性の向上だけではなく、高齢化社会に向けた公共交通による南北の移動手段や災害時
の迂回ルート確保など多面的な機能が期待されます。新久米川駅を計画倒れにしないためにも、皆様の応援とご理解をお願い
致します。新久米川駅を実現するために、ご賛同頂ける方は、下記にご署名ください。ご署名は、郵送・FAX・手渡しの他に
QRコードからWeb経由でも承っております。

FAX送信先 042-315-7399

現在の当市が行う契約約款で、委託先事業者に対して労働基準法をはじめとする
労働関係法令順守を求めているとのことだが、どうやって守られていることを確認するのか？

法令違反をしているか確認し、違反がある場合には是正させる法的根拠となる条例がない為に調査できないのか？

Question①

以前に比べて指定管理事業も増えたこともあり、公契約により質の担保や労働者の労働条件を
守っていく必要があると考え方が変わり始めた。他自治体を研究し前向きに検討したい。

市から発注する公共サービスの民間委託化が広がったことを背景に、
労働者と事業者の労働環境の確保と共に、業務の質を向上させることを
目的に始まった契約条例です。

法令順守している前提で契約しているので調査はできない。

その通りです。

公契約は「適正な労働条件確保」「適正な履行確保」「市内事業者の受注機会確保」といった条文を規定する
ことで、地域経済の活性化になる。また市からの委託事業に対して法令順守しているのか調査是正を要求できる
公契約条例の制定が重要と考えるが、市長の見解を伺う

平成21年に野田市が全国で初めて公契約条例を制定し全国に広がったが、背景と目的を伺う

渡部市長

ランスパリ市が世界に先駆けて施行した公共事業に関して規定した条例です。
条例ができた背景として、パリ市から発注する水道工事などの公共事業で、
水漏れや事故や故障などが相次ぎました。その理由は公共事業では、契約を
受注した企業の下に地元企業など複数の事業者が参加していいたが受注者が
利益を独り占めして、下請けには適正利益を配分しませんでした。その結果、
工事が煩雑になり水漏れや事故等の手抜き工事が横行しました。この状況を
打開するためにパリ市は、市が発注する公共事業は、受注者のみならず工事に
関係する関係会社や職人まで適正利益が配分されているのか、チェックし、
違反があれば行政として改善命令が出せる条例を制定しました。条例制定後は、
工事関係者に適正利益が配分されるようになり事故は急激になくなりました。
その後は、各国に条例が広がり、日本でも広がりを始めており、東京では23区
のうち13区が導入済みです。

ポイント解説【公契約条例とは】

鈴木議員

総務部長
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